
中京大学における公的研究費の不正防止計画（2024年7月改定） 
 
 

中京大学では、公的研究費の適正な管理・運営のために、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン（実施基準）」（2007 年 2 月 15 日制定、2021年 2 月 1日改正）及び「研究活動及び研究費の取扱いに係る不正

防止及び不正行為への対応に関する規程」（2023年2月15日改正）に基づき、次のとおり不正防止計画を定める。 
 
 

１．機関内の責任体系の明確化  
項目 具体的な取り組み 

責任体系の明確化 

責任体系を明文化し、公式ホームページにて公表している。 

最高管理責任者---学長 

統括管理責任者---学長が指名する副学長 

コンプライアンス推進責任者---文学研究科長、心理学研究科長、社会

学研究科長、法学研究科長、経済学研究科長、経営学研究科長、工学

研究科長、スポーツ科学研究科長、人文社会科学研究科長、文学部

長、国際英語学部長、国際学部長、心理学部長、現代社会学部長、法

学部長、総合政策学部長、経済学部長、経営学部長、工学部長、スポ

ーツ科学部長、教養教育研究院長、グローバル教育センター長、先端

共同研究機構長、社会科学研究所長、文化科学研究所長、企業研究所

長、体育研究所長、経済研究所長、人工知能高等研究所長、法務研究

所長 

不正防止計画推進部署 
・研究推進部研究支援課を不正防止計画推進部署(以下、「防止計画推進部署」)

としている。 

 

２．適正な運営・管理の基礎となる環境の整備  
項目 具体的な取り組み 

ルールの明確化・統一化 

・「中京大学研究費申請執行手引」を作成し、グループウェアにて公表することに

より周知している。 

・科研費に関しては「中京大学研究費申請執行手引」を用いて、４月に執行説明会

を開催している。 

・事務処理手続きに関する相談窓口は研究推進部研究支援課としている。 

・業務手順を統一するために、執行ルールを再確認し、関係部署との意見交換会を

行い、業務フローを共有している。 

職務権限の明確化 
・「中京大学研究費申請執行手引」により、担当業務区分を明確にし、業務フロー

に基づき、各部署において業務権限を明確にしている。 

関係者の意識向上 

・「学校法人梅村学園行動規範」に「高い倫理感をもった研究活動」を挙げ、公式

ホームページにて公表している。 

・不正を起こさせない組織風土を形成するため、コンプライアンス推進月間を定め

ている。 

・学長は啓発活動として研究費執行に関する意識調査を行い、執行役員会において

調査結果に関する意見交換を実施している。 

・公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育

を実施している。 

・上記の対象者より誓約書の提出を求めている。 

調査及び懲戒に関する規程

の整備及び運用の透明化 

・懲戒については「懲戒規程」に基づき行うこととしている。 

・調査の手順については「研究活動及び研究費の取扱いに係る不正防止及び不正行

為への対応に関する規程」に基づき行うこととしている。 



３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施  
項目 具体的な取り組み 

不正を発生させる要因の把

握と不正防止計画の策定 

・「学校法人梅村学園内部監査規程」に基づき、科学研究費等の執行状況を定期的

に監査し、その過程において不正発生要因を把握している。内部監査の結果に基

づき、最高管理責任者、統括管理責任者のもとで、事務取扱部署、計画推進部署

及び梅村学園内部監査室にて協議し、不正防止計画を見直している。 

不正防止計画の実施 
・計画推進部署は、４月に開催する執行説明会にて、最高管理責任者に代わり、研

究者に対して不正防止計画を説明している。 

 

４．研究費の適正な運営・管理方法 

項目 不正等 不正発生の要因 防止するための具体的な取り組み 

研究費の執

行全体 

翌年の執行のために、

業者への預け金が発生 

研究者が「使い切り」

の意識をもっている。 

・繰越手続き等について説明している。 

・年度末のかけこみ執行について、注意喚

起を行っている。 

物品費 

その他 

業者との癒着により、

カラ発注・架空取引に

よる預け金が発生 

消耗品は物件申請（発

注依頼）する必要がな

い。 

５万円未満の物品は研

究者が立て替えるこ

とができる。 

・業者に納品・検収に協力する等の不正防

止に係る誓約書の提出を求めている。 

・消耗品についても当該研究課題を所管す

る検収窓口にて検収している。 

・出張先での消耗品購入および使用につい

ては、購入直後に該当品を撮影し、その

写真を立替申請書に添付することにより

検収に代えている。 

業者への転売による

換金や別の物品への

差替えが発生 

２０万円未満の物品

は、寄付をする必要が

ない。 

・５万円以上の物品について、物件申請

(発注依頼)を必須としている。 

・２０万円未満の物品も寄付することがで

きるようにしている。 

再発行の領収書を使

用した二重請求が発生 

インターネット販売に

よる購入等では、領収

書を再出力することが

可能である。 

・再発行の領収書を使用する場合には、容

認される事例を明示した経過の報告を求

める。 

金券類の流用、私的消費

が発生 

金券類の管理が徹底さ

れていない。 

・金券管理台帳を作成し、財務部財務課に

て在庫と受渡状況を管理している。 

謝金 

形式的な出退勤管理

により、カラ謝金が発

生 

出勤簿が研究室に置か

れている。 

・出勤簿は原則的に当該研究課題を所管す

る教学部学事課事務室で管理している。 

・出勤簿には、勤務時間、業務内容を自筆

で記入させている。 

・無作為抽出により勤務場所において従事

者と面談することにより勤務実態を把握

している。 

・研究協力者について、パートタイマー同

様アルバイト雇用についても契約書を締

結することとしている。 

旅費 

カラ出張が発生。また

旅費計算の起点を大学

に固定することで実

費と支給額との乖離

が発生 

研究者からの申請にも

とづく定額支給を行っ

ている。用務の詳しい

内容を報告しなくてよ

い。 

・詳細な出張報告の提出を必須としてい

る。 

・航空券の半券の提出を必須としている。 

・宿泊証明書の提出を必須としている。 

旅費の重複支給が発生 連続する旅程の出張に

ついて用務が別の場合

財源を分けるため、出

張申請が複数となる。 

・財源によらず、出張申請書の受付を学部

ごとに１カ所とすることで、重複受給を

チェックしている。 



 
 

５．情報発信・共有化の推進  
項目 具体的な取り組み 

相談窓口 
・研究推進部研究支援課にて、研究費の使用、事務手続きに対する相談を受けて

いる。 

告発窓口 

・「研究活動及び研究費の取扱いに係る不正防止及び不正行為への対応に関する

規程」に基づき、研究倫理に関わる告発窓口として担当者を配置し、公式ホー

ムページにて公表している。 

情報の伝達 

・「学校法人梅村学園行動規範」に「高い倫理観をもった研究活動」を盛り込

み、公式ホームページにて公表している。 

・学内情報共有 Web ツールなどを活用して、「中京大学研究費申請手引」を公開

し、いつでもどこでもアクセスできるようにし、研究使用ルールの周知を行っ

ている。 

 

６．モニタリングの在り方  
項目 具体的な取り組み 

内部監査の実施 
・「学校法人梅村学園内部監査規程」により、科学研究費の執行・管理体制につ

いて内部監査計画を策定し、定期的に内部監査を実施している。 

不正防止計画の見直し 
・研究者及び事務取扱部署より定期的に意見を聞き、不正防止計画を見直してい

る。 

 


